
大阪市建設局後援等名義の使用の承認に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する講演会、記念式

典等（以下「行事」という。）について、行事の主催者から、大阪市建設局（以下「建設局」

という）所管の事務事業に関連するものとして、大阪市の後援、協賛又は協力（以下「後援

等」という）の名義の使用（以下「名義使用」という）に関し申請があった場合の必要な取

扱いを定める。 

（定義） 

第２条 この要綱における後援等の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）後援 建設局が行事の趣旨に賛同し、その開催を名義使用を認めることをもって支援す

ることをいう。 

（2）協賛又は協力 建設局が行事の企画及び運営に参画しないが、当該行事の趣旨に賛同し

広報、物品の貸出又は場所の提供等の人的又は物的に支援することをいう。 

（使用承認名義） 

第３条 後援等の名義は、「大阪市」とする。 

（名義使用の承認の原則） 

第４条 建設局長は、第２条に規定する後援等のそれぞれの意義を十分検討したうえで、後援

等の名義使用を承認する。 

（承認要件） 

第５条 建設局長は、行事が次の各号に掲げる要件を満たす場合に、後援等の名義使用を承認

することができる。ただし、主催者又はその役員、構成員及びその他行事関係者が大阪市暴

力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号）に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接

関係者であるときは承認することができない。 

（１）行事の主催者が、次のいずれかに該当するものであり、その存在が明確で事業遂行能力

が十分にあると認められること。 

ア 国又は地方公共団体 

イ 公共的団体又は公益活動を行う民間団体 

ウ 公益法人、及びこれに準ずる団体 

エ 新聞社、放送会社等の報道機関 

（２）行事の内容が、次のいずれにも該当するものであること 

  ア 道路・公園・下水道・河川等、建設局の施策の推進に寄与すると認められるもの 

  イ 公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれがないもの 

  ウ 営利を直接の目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないもの 

エ 宗教性又は政治性を有していないもの 

オ 原則として市民を対象として行い、市内で開催されるもの 



カ 行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられてい

るものであること 

キ 主催者が、入場料及び参加料等徴収する場合は、その目的及び金額が適正かつ明確で

あること 

ク その他、大阪市の施策の推進に支障を及ぼすおそれがないもの 

（申請手続） 

第６条 主催者は、後援等の名義使用に係る行事の実施日の１月前までに、次の各号に掲げる

書類を建設局長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りで

ない。 

（１） 後援等名義使用承認申請書（様式第１号） 

（２） 主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類（定款・会則等） 

（３） 主催者の役員及び事業関係者の住所又は身分を明らかにする書類 

（４） 対象行事の事業計画書及び収支予算書 

（５） その他、建設局長が必要であると認める書類 

（承認手続） 

第７条 建設局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第５条に定め

る要件に基づき審査を行い、後援等の名義使用を承認する場合は、後援等名義使用承認通知

書（様式第２号）によって通知し、承認しない場合は、不承認の理由を明記のうえ後援等名

義使用不承認通知書（様式第３号）によって通知する。 

（承認条件） 

第８条 建設局長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付す

るものとする。 

（１） 主催者は、後援等の名義使用を当該行事以外に行わないこと 

（２） 後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとすること 

（３） 主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に建設局長に届け出

ること 

（４） 主催者は、申請後に行事内容を変更する場合は、第９条に定める変更届を速やかに提出

すること 

（５） 行事実施後は、速やかに行事実施報告書及び収支決算書を提出すること 

（６） 行事にかかる経費は、主催者が全て負担すること 

（７） 行事において発生した事故等に関し、本市はその責めを負わないこと 

（８） その他、建設局長が必要であると認めるもの 

（承認後の内容変更及び中止） 

第９条 申請者は、後援等の名義使用を承認した後、第５条各号に掲げる書類の内容に変更が

生じた場合は、速やかに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援等名義使用に関する行事内

容変更（中止）届（様式第４号）を提出しなければならない。 



（１） 交付を受けた後援等名義使用承認通知書の写し 

（２） 変更内容に関する書類 

（３） その他、建設局長が必要であると認める書類 

（承認の取消） 

第 10 条 建設局長は、後援等の名義使用の承認を行った行事又はその主催者が、次のいずれ

かに該当すると認められるときは、後援等名義使用承認取消通知書（様式第５号）により後

援等名義の使用承認を取り消すことができる。 

（１） 第５条の承認要件のいずれかを満たさなくなったとき 

（２） 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき 

（３） 後援等名義使用の承認条件に違反したとき 

（４） その他、建設局長が不適当であると認めるとき 

２ 前項の承認の取り消しにより主催者に損害が生じた場合は、建設局はその責めを負わない。 

（行事完了報告） 

第 11 条 申請者は、後援等名義使用の承認を受けた行事完了後、次に掲げる書類を添えて、

後援等名義使用承認行事完了報告書（様式第６号）を提出しなければならない。 

（１） 行事の決算収支を明らかにする書類 

（２） 行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター等 

（３） その他、建設局長が必要であると認める書類 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、建設局長が

別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和２年 11月 11日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和３年４月 1日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式の用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこ

れを使用することができる。 

  



様式第１号（第６条関係） 

後援等名義使用承認申請書 

  年   月   日 

 

大阪市長  様 

（申請者）住  所 

                                    団 体 名             

                                    代表者職･氏名
ふりがな

                

生年月日    年    月   日生 

電話番号 （    －    －    ） 

 

下記計画に基づき行事を実施いたしたく、（後援・協賛・協力）の名義使用について承認いた

だきますよう関係書類を添えて申請いたします。なお、行事に関係する法令及び誓約事項を遵

守します。 

記 

１ 事業計画 

（１） 目    的                             

（２） 催    名                             

（３） 主    催                             

（４） 開 催 日 時                             

（５） 開 催 場 所                             

（６） 参加対象範囲                             

（７） 後援予定団体                             

（８） 連絡先事務局 

     住所                               

     担当者名：            電話番号：           

     Email：              ﾌｧｯｸｽ番号：           

 

２ 添付書類 

（１） 規約等、（２）役員名簿、（３）事業計画書（開催要領）、（４）収支予算書 

 

３ 誓約事項 

（１） この行事は、上記のとおり営利や宣伝を直接の目的するものではなく、また、 

経費は主催者がすべて負担します。 

（２） 行事の内容は、宗教性又は政治性を含む内容ではなく、また公序良俗に反する等社

会的に非難を受けるおそれのある内容を含むものではありません。 

（３） この行事は、暴力団の利益になり、又はなるおそれはありません。 

また、申請者の役員、従業員、社員その他の構成員は、暴力団員又は暴力団密接関

係者ではありません。 

（４） その他、「大阪市建設局後援等名義の使用の承認に関する要綱」に記載の事項を 

遵守いたします。 

※誓約事項（３）に関する調査を行う場合があるため、生年月日欄を設けております。 



様式第２号（第７条関係） 

 

大 建 第    号 

年  月  日 

   

    様 

 

大 阪 市 長 

（担当：建設局◆◆部◇◇課） 

 

後援等名義使用承認通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった「     」にかかる本市後援等名義の使用について、

次の条件を付して承認します。 

 

記 

 

１ 後援等の名義使用を当該行事以外に行わないこと 

 

 

２ 後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとすること 

 

 

３ 後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に建設局長に届け出ること 

 

 

４ 申請後に行事内容を変更した場合は、後援名義等使用承認行事内容変更届を提出すること 

 

 

５ 行事実施後は、速やかに事業報告書及び収支決算書を提出すること 

 

 

６ 行事にかかる経費は、主催者が全て負担すること 

 

 

７ 行事において発生した事故等に関し、本市はその責めを負わないこと 

 

８ その他、〇〇〇〇 

  



様式第３号（第７条関係） 

 

大健第     号 

年  月  日 

 

    様 

 

大 阪 市 長 

（担当：建設局◆◆部◇◇課） 

 

後援等名義使用不承認通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった「    」にかかる本市後援等名義の使用について、次の

理由により不承認とします。 

 

記 

 

 

不承認の理由 

  



様式第４号（第９条関係） 

 

後援等名義使用に関する行事内容変更（中止）届 

 

  年  月  日 

 

大阪市長  様 

 

（申請者）住  所 

                                    団 体 名             

                                    代表者職･氏名
ふりがな

                

電話番号 （    －    －    ） 

 

 

   年  月  日付大建第    号で後援等名義の使用承認を受けた

「        」について、次のとおり行事の内容を変更等したいので届け出ま

す。 

 

記 

 

□行事を中止します。 

□次のとおり、行事の内容を変更します。 

 

変更事由 変更前 変更後 

開催日時   

開催会場   

その他   

 

（中止・変更理由） 

  



様式第５号（第 10条関係） 

大健第       号 

年   月   日 

 

  様 

大 阪 市 長 

（担当：建設局◆◆部◇◇課） 

 

後援等名義使用承認取消通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった「       」にかかる本市後援等名義の使用

について、次の理由により取り消します。 

 

記 

 

取消の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の決定については、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から

後援名義等の名称を削除すること。また、当該取消によって生じる損失は、一切補償

しません。 

 



様式第６号（第 11条関係） 

 

後援等名義使用承認行事完了報告書  

 

  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

（申請者）住  所 

                                    団 体 名             

                                    代表者職･氏名
ふりがな

                

電話番号 （    －    －    ） 

 

     年  月  日付け大建第     号により、後援等の名義使用の承認を受けた

行事が完了しましたので、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 名義の種別（後援、協賛又は協力のうち、いずれか一つを記入） 

 

 

２ 対象行事 

（１）名  称 

（２）目  的 

 

（３）概  要 

 

（４）開催日時 

（５）開催場所 

（６）参加人数 

（７）効  果 

 

３ その他 

 

 

【添付書類】 

１ 対象行事の収支決算書 

２ 対象行事に関する広報物（既に届け出られたものを除く。）及びアンケート用紙 

３ その他 


